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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】令和4年1月6日(2022.1.6)

【公表番号】特表2021-507700(P2021-507700A)
【公表日】令和3年2月25日(2021.2.25)
【年通号数】公開・登録公報2021-010
【出願番号】特願2020-533277(P2020-533277)
【国際特許分類】
   Ａ２４Ｄ   1/20     (2020.01)
   Ａ２４Ｄ   3/14     (2006.01)
   Ａ２４Ｆ  40/20     (2020.01)
   Ａ２４Ｆ  47/00     (2020.01)
【ＦＩ】
   Ａ２４Ｄ    1/20     　　　　
   Ａ２４Ｄ    3/14     　　　　
   Ａ２４Ｆ   40/20     　　　　
   Ａ２４Ｆ   47/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年11月22日(2021.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エアロゾル発生装置（１１０）と使用するためのエアロゾル発生物品（１０）であって
、前記エアロゾル発生物品（１０）が、
　エアロゾル形成基体（２０）、
　エアロゾル冷却要素（４０）であって、長軸方向に延びる複数のチャネルを含み、前記
長軸方向に５０パーセント～９０パーセントの空隙率を有する、エアロゾル冷却要素（４
０）、
　フィルター（５０）、
　任意で支持要素（３０）、および
　酸を含み、
　前記エアロゾル冷却要素（４０）が前記エアロゾル形成基体（２０）の下流にあり、
　前記フィルター（５０）が、前記エアロゾル形成基体（２０）の下流にあり、
　存在する場合、前記支持体（３０）が、前記エアロゾル形成基体（２０）のすぐ下流に
あるように前記エアロゾル形成基体（２０）に当接し、
　前記酸が前記エアロゾル形成基体（２０）の下流にあり、前記エアロゾル発生物品（１
０）が前記エアロゾル発生装置（１１０）と使用された時に、前記エアロゾル形成基体（
２０）からのエアロゾルと相互作用するように配置され、
　前記酸が前記冷却要素（４０）上にある、エアロゾル発生物品（１０）。
【請求項２】
　前記酸がさらに前記支持要素（３０）上にある、請求項１に記載のエアロゾル発生物品
（１０）。
【請求項３】
　前記エアロゾル冷却要素（４０）の前記本体がポリ乳酸を含む、請求項１または請求項
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２に記載のエアロゾル発生物品（１０）。
【請求項４】
　前記フィルター（５０）が前記冷却要素（４０）の下流にある、請求項１～３のいずれ
か一項に記載のエアロゾル発生物品（１０）。
【請求項５】
　前記酸が前記フィルター（５０）上またはその中にある、請求項１～４のいずれか一項
に記載のエアロゾル発生物品（１０）。
【請求項６】
　前記フィルター（５０）が酢酸セルローストウを含む、請求項１～５のいずれか一項に
記載のエアロゾル発生物品（１０）。
【請求項７】
　前記エアロゾル発生物品（１０）が前記支持要素（３０）を含み、前記支持要素（３０
）が前記エアロゾル発生基体（２０）に当接する、請求項１～６のいずれか一項に記載の
エアロゾル発生物品（１０）。
【請求項８】
　前記酸が前記支持要素（３０）上またはその中にある、請求項７に記載のエアロゾル発
生物品（１０）。
【請求項９】
　前記エアロゾル発生装置（１１０）で使用される時、前記物品（１０）によって送達さ
れるエアロゾル中のアンモニアの量が、前記酸を含まない実質的に同様のエアロゾル発生
物品（１０）に対して少なくとも１５パーセント低減され、前記エアロゾル発生装置（１
０）と併用される時、前記物品（１０）により送達されるエアロゾル中のニコチンの量が
、前記酸を含まない実質的に同様のエアロゾル発生物品（１０）に対して６パーセント以
下低減される、請求項１～８のいずれか一項に記載のエアロゾル発生物品（１０）。
【請求項１０】
　前記エアロゾル形成基体（２０）がたばこを含む、請求項１～９のいずれか一項に記載
のエアロゾル発生物品（１０）。
【請求項１１】
　エアロゾル発生装置（１１０）と使用するためのエアロゾル発生物品（１０）であって
、
　エアロゾル形成基体（２０）と、
　前記エアロゾル形成基体（２０）の下流のエアロゾル冷却要素（４０）と、を含み、
　前記エアロゾル冷却要素（４０）が、長手方向に延びる複数のチャネルを画定する本体
、および前記本体の中または上に酸を含み、
　前記エアロゾル冷却要素（４０）が、長軸方向において５０パーセント～９０パーセン
トの空隙率を有する、エアロゾル発生物品（１０）。
【請求項１２】
　前記酸が有機酸またはリン酸である、請求項１～１１のいずれか一項に記載のエアロゾ
ル発生物品（１０）。
【請求項１３】
　前記酸が、リンゴ酸、フマル酸、コハク酸、クエン酸、酒石酸、アスコルビン酸、グル
コン酸、乳酸、少なくともＣ12の炭素鎖長を有する飽和脂肪酸、およびオルトリン酸から
なる群から選択される、請求項１～１１のいずれか一項に記載のエアロゾル発生物品（１
０）。
【請求項１４】
　前記酸の塩をさらに含む、請求項１～１３のいずれか一項に記載のエアロゾル発生物品
（１０）。
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